
 

 

山口県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱の一部を改正する要綱を次のように

定める。 

平成２４年８月１３日 

山口県後期高齢者医療広域連合 野村 興兒   
山口県後期高齢者医療広域連合公告第１３号 

山口県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱の一部を改正する要綱 

山口県後期高齢者医療広域連合健康診査実施要綱（平成２０年山口県後期高齢者医療

広域連合公告第１号）の一部を次のように改正する。 

第１４条中第３項中「受診者が住所を有する市町を経由して」を削る。 
 別記様式第３号を次のように改める。 

別記様式第３号（第１４条関係） 

 

健康診査受診券再交付申請書 
 

申請日      年  月  日  

 山口県後期高齢者医療広域連合長 様 

                     受診者氏名             

生年月日    年   月   日 

被保険者番号            

                    世帯主による申請の場合のみ記入 

                     世帯主氏名             

受診者との続柄           

次の理由により再交付を申請します。 

理由  

送付先 
〒   － 

連絡先 
自宅 ・ 携帯 ・ 職場 

（      ）    － 

（注意事項） 

 １ 受診者に代わって、受診者の属する世帯の世帯主が申請することができます。 

 ２ 健康診査受診券の損傷が著しいため再交付を申請するときは、現在使用して

いる健康診査受診券を添付してください。 

 

 （職員確認欄） 

生活機能評価同時実施  有 ・ 無 

 

市役所（町役場）宛に送付を希望  する ・ しない  

 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 （施行期日） 

この要綱は、平成２４年８月１３日から施行する。 

職員印 


